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第８８９回 教育委員会会議録 

 

日時 令和７年４月１８日（金） 

午後１時３０分から午後１時５０分まで 

場所 御殿場市役所５階大会議室 

出席者    

１番 教育長 勝亦 重夫 ２番 委員 大西 孝明 

３番 委員 勝又 英和 ４番 委員 萱沼 泉 

５番 委員 杉山 ゆかり ６番 委員 長田 光男 

 

陪席者  

教育部長  

教育総務課長  教育施設課長  

学校教育課長  社会教育課長  

学校給食課長  図書館調整監  

西学校給食センター所長兼

高根学校給食センター所長 

 教育総務課副参事  

教育施設課技監  学校教育課主席指導主事  

学校教育課課長補佐  社会教育課課長補佐  

社会教育課課長補佐  学校給食課副参事  

 

事務局  

教育総務課副参事  教育総務課主任  

 

議事  

御教議第 12 号  御殿場市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則の制定について 

御教議第 13 号  御殿場市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について 

御教議第 14 号  学校薬剤師の委嘱について 

御教議第 15 号  青少年補導委員の委嘱について 
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開会  

    

   教育長 

本日は委員全員のご出席をいただいておりますので、委員会は成立いたします。 

ただ今から御殿場市教育委員会４月定例会を開会いたします。本日の委員会

は、お手元に配布の日程により進行いたしますので、ご了承願います。 

それでは会議録署名人の指名を行います。教育長の指名により決定することに

ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

   教育長 

ご異議がないようですので、こちらから指名いたします。 

６ 番 長田 光男 委員  と、 

２ 番 大西 孝明 委員  にお願いいたします。 

次に会期でありますが、本日１日間といたします。 

なお定例会終了後、委員会協議会を開催いたしますのでよろしくお願いします。 
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教育長報告 

    

   教育長 

桜満開の中、 市内幼稚園・小中学校の入園式・入学式 が無事行われました。中

学 1 年生のしっかりした態度に、小学校で積み上げてきた頑張りが良く伝わって

きます。小学 1 年生は、長時間の式典はなかなか大変そうですが、話を聞こうと

する姿勢はできていて立派でした。今年度も、来賓の方に多く参列していただきま

したが、来賓の存在は新入生が自分たちはこれだけ多くの人に祝っていただいて 

いるという実感を持つためにも大変重要です。地域とともにある学校をこれからも

大切にしていきたいです。 

少子化が進んでおり、小中合わせて２５０人以上児童生徒数が減少しました。人

口が減るというのは、社会にいろいろな影響が出てきます。１０年後、２０年後の

学校の在り方を考えていく必要があります。委員の皆さんから様々な知恵を借りた

いと思います。 

３月から４月にかけて様々な団体の総会が行われています。文化協会をはじめと

して、それぞれの団体で充実した活動が行われ人々の交流の広がりと深まりが生ま

れることを願っています。 

  

３月１９日 卒業式（富士岡中学校 朝日小学校） 

中学校ハンドボール全国大会出場市長表敬訪問 

 しっかりとした卒業生の姿は、多くの人に感動をもたらしま

す。どの学校も温かな卒業式ができたようです。教職員の皆さん

の努力に心より感謝します。 

３月２１日 文化財審議会  天体暦贈呈式 

 国際文化交友会より、小学４年生全員に「太陽・月・星のこよ

み」の寄贈がありました。天体に興味を持つ子どもが増えること

を願っています。 

３月２２日 市制施行７０周年記念事業 

３月２４日 部長連絡会   新規採用教職員引き渡し式  市議会定例会 

市議会定例会  市総合計画策定委員会 

 市議会定例会最終日に、教育長の再任が同意されました。引き

続きとなりますが、よろしくお願いします。 

３月２８日 教職員離任式 

３月３１日 退職辞令交付式・永年勤続表彰式 
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４月１日 職員辞令交付式    部長連絡会   公平委員辞令交付式  

農業委員辞令交付式  教職員着任式  市初任者研修会 

 今年度の新規採用者は、小学校８人、中学校４人です。やる気

に満ちた初任者ですので、御殿場で力をつけてほしいと思いま

す。 

４月３日 教育支援センター訪問 

 今年度の支援センターの活動方針や活動内容について、指導

員の先生方と情報共有しました。少しでも、子供たちが前を向け

るエネルギーを蓄える場にしていきたいです。 

４月４日 交通安全運動  試験委員会  文化協会役員挨拶 

４月７日 部長連絡会  大坂湯立神楽 250周年記念誌贈呈式 

４月８日 入学式（原里中学校 原里小学校）  

小山高等学校定時制入学式 

 今年度の児童生徒数は、小学校１３５人、中学校１２０人減少

しました。 

４月９日 原里幼稚園入園式  静岡県市町教育委員会教育長会  

GIGAスクール構想推進協議会  

はごろも教育研究奨励会設立 40周年感謝の集い 

  はごろも教育研究奨励会は、長年本県の教育振興に貢献して

いただいています。４０周年を記念して、県内の学校に４０台の

グランドピアノと４０台の電子ピアノを寄贈していただきまし

た。 

４月１０日 市校長会 区長連絡協議会 御殿場特別支援学校挨拶 

４月１１日 教頭研修会 スポーツタウン御殿場推進協議会 

４月１２日 市子ども会連合会総会 新図書館見学会 

 新図書館の建設は予定通りに進んでいます。駆体工事がほぼ

終わり、内装の工事が始まります。 

４月１４日 部長連絡会 

４月１５日 市議会全員協議会 東部地区教育長会 

４月１６日 交通安全対策委員会総会 北駿地区保護司会総会 

４月１８日 定例教育委員会 

学校訪問（富士岡小学校 神山小学校） 
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議事 

    

   教育長 

それでは、はじめに事務局から一言お願いします。 

 

   教育部長 

教育委員の皆様には、年度初めのお忙しい中、入学式、入園式に御出席いただ

き、誠にありがとうございました。 

４月の人事異動により、事務局は新たな体制になりましたが、引き続き、よろ

しくお願いいたします。 

本日は、４件の議案を上程いたします。ご審議の程、宜しくお願い致します。 

 

   教育長 

それでは、議事に入ります。 
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御教議第１２号  

御殿場市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

    

   教育長 

それでは、御教議第１２号「御殿場市教育委員会職員職名規則の一部を改正す

る規則の制定について」を議題といたします。 

 

   教育総務課長 

ただいま議題となりました、御教議第１２号につきまして、内容説明をいたし

ます。 

お手元の議案書２ページと、御教議第１２号資料１ページをお開きください。 

まず、１「改正する規則の概要について」です。本件は、職員の職名を定める

「御殿場市教育委員会職員職名規則」について、令和７年度の組織体制に対応さ

せるため、所要の改正を行うものです。新たに「技監」及び「技師」の職名を加

えるとともに、「参事」の職名を削除することで、現在の実際の配置と職名との整

合を図るものです。 

次に、２「改正内容」です。第４条の表、「職員・社会教育主事」欄において、

課長の次に技監を追加、参事を削除、主事の次に技師を追加いたします。 

３「改正する規則について」です。先ほど申し上げました改正内容につきまし

ては、資料２ページの御殿場市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則

（案）及び３ページの新旧対照表に掲載してございます。御確認願います。 

最後に４「適用日」ですが、ご承認を頂きました場合は、公布の日から施行し、

４月１日からの適用を考えております。 

説明は以上となります。御審議の程よろしくお願いします。 

 

   
教育長 

ただ今、御教議第１２号の内容説明がなされました。 

本案について質疑を求めます。 

 

   
萱沼委員 

副参事は残し参事を削除するということですが、参事はいないのに「副」とな

る副参事があるのは、教育委員会の現体制に参事が存在しないために抜いたとい

うことでしょうか。 

 

   
教育総務課長 

そのとおりでございます。市の職名規則の方には「参事」の記載がありますが、

現在の教育委員会にたまたま参事がおらず、存在しない職員の職名は外すという

ことで削除いたしました。 
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   萱沼委員 

 はい、分かりました。 

    

   教育長 

 ほかに質疑がないようですので、本案を原案どおり承認することに御異議ござ

いませんか。 

（異議なし） 

   教育長 

御異議がないようですので、御教議第１２号「御殿場市教育委員会職員職名規

則の一部を改正する規則の制定について」を原案どおり承認することに決しまし

た。 
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御教議第１３号  

御殿場市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

    

   教育長 

それでは、御教議第１３号「御殿場市教育委員会事務局処務規則の一部を改正

する規則の制定について」を議題といたします。 

 

   教育総務課長 

ただいま議題となりました、御教議第１３号につきまして、内容説明をいたし

ます。 

お手元の議案書３ページと、御教議第１３号資料の１ページをお開きください。 

はじめに、１「改正する規則の概要」です。教育委員会事務局の組織及び事務

の処理に関する規則について、令和７年度の人事体制に対応するため、所要の改

正を行うものです。新たに、「技監」の職が設置されることに伴い、その職の設置

及び職務内容を追加するほか、「図書館調整監」についても、職の設置及び職務を

明文化します。また、今年度は「参事」が不在となることから、関連する規定を

削除いたします。 

次に、２「改正内容について」です。第５条において、「技監」および「図書館

調整監」の職を追加し、「参事」の職を削除します。なた、技監の職務を定める第

７条の２、図書館調整監の職務を定める第７条の３を新設し、参事の職務を定め

た第８条の２を削除いたします。 

３「改正例規」です。先ほど申し上げました改正内容につきましては、資料２

ページの御殿場市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則（案）、及び３

ページの新旧対照表に掲載してございますので御確認願います。 

最後に４「適用日」ですが、御承認を頂きました場合は、公布の日から施行し、

４月１日からの適用を考えております。 

説明は以上となります。御審議の程よろしくお願いします。 

    

   教育長 

ただ今、御教議第１３号の内容説明がなされました。 

本案について質疑を求めます。 

    

   萱沼委員 

職務内容に、今回追加される技師が入っていませんが、市の規則に明記されて

いるために記載がないということでしょうか。 
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   教育総務課長 

技師は一般職員となりますので、一般職員の職務の条項に含まれます。当該箇

所の改正はありませんので、今回の資料には記載がありません。 

    

   萱沼委員 

 分かりました。 

    

   教育長 

 ほかに質疑がないようですので、本案を原案どおり承認することに御異議ござ

いませんか。 

（異議なし） 

   教育長 

ご異議がないようですので、御教議第１３号「御殿場市教育委員会事務局処務

規則の一部を改正する規則の制定について」を原案どおり承認することに決しま

した。 
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御教議第１４号  

学校薬剤師の委嘱について 

    

   教育長 

それでは、御教議第１４号「学校薬剤師の委嘱について」を議題といたします。 

本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第６

項により、「教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の

親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の

利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、

教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。」とされ

ておりますが、このまま御本人が出席のもとで審議に入るか、退席いただくか、

いかがしたらよろしいでしょうか。 

（退席の必要なし） 

   教育長 

 ただいま退席の必要なしとの御意見がありましたが、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

   教育長 

御異議がないようですので、審議に入ります。 

    

   学校教育課長 

ただいま議題となりました、御教議第１４号について説明いたします。議案書

の４ページ及び御教議第１４号資料をお願いします。 

本件につきましては、令和７年３月３１日をもって退任される学校薬剤師の後

任として、令和７年４月１日より委嘱する学校薬剤師について、承認を求めるも

のであります。 

具体的には、南中学校の学校薬剤師 高橋忠資氏の退任に伴い、北駿学校薬剤

師会より推薦のありました杉山ゆかり氏に委嘱するものです。 

説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

    

   教育長 

ただ今、御教議第１４号の内容説明がなされました。 

本案について質疑を求めます。 

    

   教育長 

 質疑がないようですので、本案を原案どおり承認することに御異議ございませ

んか。 

（異議なし） 
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   教育長 

御異議がないようですので、御教議第１４号「学校薬剤師の委嘱について」を

原案どおり承認することに決しました。 
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御教議第１５号  

青少年補導委員の委嘱について 

    

   教育長 

それでは、御教議第１５号「青少年補導委員の委嘱について」を議題といたし

ます。 

 

   社会教育課長 

ただいま議案となりました、青少年補導委員の委嘱について説明いたします。

１５号資料をご覧ください。令和７年度の青少年補導委員一覧となります。 

それでは、内容について説明させていただきます。 

青少年補導委員は、青少年の補導活動を行うことを目的に、御殿場市青少年セ

ンター規則に基づき設置しているもので、委員数は１２０人以内、任期は１年と

なっております。 

委員につきましては、青少年の育成及び保護に関係ある機関及び団体から推薦

された委員を、教育委員会が委嘱することとなっております。 

委員数は、地区推薦５９名、小中高の学校教職員３０名、小中高のＰＴＡ推薦

者２０名の計１0９名で、例年と同様に委嘱するものです。 

令和７年度の活動は、５３回の街頭補導や校区補導を予定しております。 

なお、現時点において、委員の内高等学校ＰＴＡ推薦の委員が２名決まってお

りませんので、決まり次第、議案として上程させていただきます。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

   教育長 

ただ今、御教議第１５号の内容説明がなされました。 

本案について質疑を求めます。 

    

   教育長 

 質疑がないようですので、本案を原案どおり承認することに御異議ございませ

んか。 

（異議なし） 

   教育長 

御異議がないようですので、御教議第１５号「青少年補導委員の委嘱について」

を原案どおり承認することに決しました。 
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その他・閉会  

    

   教育長 

他に皆さまから協議、確認事項等ございますでしょうか。 

    

   教育長 

それでは他に無いようですので、以上で御殿場市教育委員会４月定例会を閉会

といたします。 

   午後１時５０分 閉会 
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会議録署名人  

    

上記のとおり相違ないことを証明するため署名する。 

    

    

    

    

    

 ６番委員   

    

    

    

    

    

    

 ２番委員   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


